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議会運営委員会 
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欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 吉 成 伸 一 副 議 長 松 田 寛 人 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 建 造 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事課長補佐
兼庶務係長 

印 南 恵 子 議事調査係長 佐々木 玲男奈 

主 査 鎌 田 栄 治 主 査 飯 泉 祐 司 

主 任 伊 藤 奨 理   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴大学等とのパートナーシップ協定に係るガイドラインについて【取組№19】 

   ⑵職員定数の検討について【取組№20】 

   ⑶職員アンケートについて【取組№５】 

   ⑷コロナ対策を踏まえた９月議会定例会の対応について 

   ⑸９月議会定例会における委員会中継について 

   ⑹議員間討議の実施に係る要綱の作成について【取組№８】 

   ⑺その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５４分 

 

◎開会の宣告 

○相馬委員長 ５分ほど早いですが、全員おそろい

のようですので、始めたいと思います。 

  皆さん、おはようございます。 

  長い梅雨が明けたようでございますが、まだこ

うしたぐずついた天候で、私自身も体調管理が非

常に難しいなというふうに感じているところでご

ざいます。 

  委員の皆様、何かとお忙しい中、御出席いただ

きましてありがとうございます。 

  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○相馬委員長 ７月は大雨による災害発生、また新

型コロナウイルス感染症の第２波と思われる状況

が起きております。市内におきましても先週感染

者の発生が報告されたところでありまして、地域

住民との会話の中でも非常に不安の声が聞かれる

ところでございます。今後においても十分な備え

と対応が必要であろうというふうに思います。 

  本日の協議内容にも９月定例会の対応の中に新

型コロナウイルス感染症対策が含まれておりまし

て、十分に協議をした上で定例会を開催したいと

思います。委員の皆様には５月29日の議会運営委

員会において申し合わせたとおり、円滑な進行の

御協力をお願いをいたしまして、開会の挨拶とさ

せていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○相馬委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

  まず、⑴、取組ナンバー19であります。大学等

とのパートナーシップ協定に係るガイドラインに

ついて、前回もお示ししておりますが、再度事務

局より説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 私のほうから御説明をさせ

ていただきます。 

  大学等とのパートナーシップ協定に係るガイド

ライン案ということで、前回の議会運営委員会で

御説明をさせていただいた内容となっております。

この内容で御承認いただけましたら、８月の、今

月の全協のほうで報告をさせていただいて、この

ガイドラインに沿ってパートナーシップ協定、大

学等との協定を次は進めていきたいというふうに

考えております。 

  前回の議会運営委員会でも少しお話を申し上げ

たんですが、宇都宮大学のほうで地域プロジェク

ト演習のパートナー、地域パートナーを募集して

いるということでございまして、今回募集要項を

上げさせていただきました。 

  この地域プロジェクト演習というものなんです

が、学部の大学生が地域に実際に入りまして、地

域の方々と意見交換をしながら、地域の課題の解

決に向けて、学生なりの解決策を考えていく、そ

ういったような事業となっておりまして、そうい

った学生と一緒に地域の課題解決に取り組んでい

く地域パートナーを募集するということで示され

ています。 

  今御通知申し上げたところの１、パートナー決

定までの流れということでスケジュールがありま

して、６月の段階でこの要項が示されまして、説

明会ということで７月14日に説明会があったんで

すが、私と鎌田のほうでオンラインで説明を受け

てきました。今までは自治体の部署とか、あるい
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は民間とかというところとも協定をやってきたと

いうことで、議会との協定というのは今までない

ということなんですけれども、課題がある程度明

確になっていれば、市議会であっても十分可能で

あろうというような説明を受けたところでござい

ます。 

  こちらの応募の締切りが９月30日となっており

ますので、本日、先ほどのガイドラインを御決定

いただけましたら、９月末の締切りまでにこちら

の応募も含めまして検討していきたいというふう

に考えております。 

  本件に関しての説明は以上となります。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  ただいまの説明について質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  なければ、まず、最初の資料にあります大学等

とのパートナーシップ協定に係るガイドライン案

について、皆様から御意見をいただきたいと思い

ますが、御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  なければ、この案のとおりとすることで御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  そうしましたら、この案のとおり案を取りまし

て、ガイドラインとさせていただきます。 

  続きまして、そのガイドラインに沿って協定締

結に向けて進めていきたいというふうに思ってい

るところでございますが、それについて再度皆様

から御意見を伺いたいと思いますが、御意見はご

ざいますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  なければ、先ほど事務局から説明がありました

宇都宮大学の地域プロジェクト演習パートナー募

集にエントリーをすることを検討していきたいと

いうふうに思います。先ほど説明がありましたと

おり、９月末でエントリー締切りというふうにな

っておりますので、それに向けて進めていきたい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように進めさせていただ

きます。 

  続きまして、⑵、取組ナンバー20になりますが、

議員定数の検討についてに入ります。 

  これについても事務局から説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、私のほうから御

説明を申し上げます。 

  資料が３ページになっておりまして、１ページ

目、２ページ目につきましては、前回の議会運営

委員会でお示しした資料と同様となっております。

ただ、１ページにつきまして、字が赤くなってい

る部分がございますけれども、大田原市、それか

ら唐津市におきまして議員定数の変更があったと

いうところがございましたので、その後、確認し

た範囲で赤字で訂正をしている部分が一部ござい

ます。これに伴いまして、平均値とかは若干変わ

っている部分はございますけれども、２ページ目

のとおり、旧自治法定数に対する割合ですとか、

人口１万人当たり議員数というようなデータにな

っております。このアンダーラインがついている

１人当たりの可住地面積の部分以外のところにつ

いては、数値が少ないほうが比較して議員数が少

ないという資料になっております。 

  ３ページ目、今回改めてつけさせていただいた

ものなんですけれども、議員定数を検討するに当
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たって、他市の事例ですと、無投票当選ですとか、

あるいは欠員が出て、それをきっかけにどうなん

だろうというケースもありますので、那須塩原市

における一般選挙、それから補欠選挙の立候補者

数の状況についてまとめた資料となっております。 

  合併してから一般選挙については４回、補欠選

挙については２回行われておりますけれども、い

ずれも無投票ということはございません。前回の

一般選挙、平成29年４月に行われた選挙につきま

しては、定数26に対して立候補者数が34、定数に

対する立候補者数の割合が130％というような状

況でございますので、立候補者数もある程度ある

状況というふうになっております。 

  資料の説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  説明が終わりましたので、皆様からただいまの

説明について質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 質疑がなければ、皆様から御意見を

伺いたいと思いますが、御意見はございますでし

ょうか。 

  まず、これについて各会派で一定程度定数を削

減、それから増減、定数を増やす、それから現状

維持、そういったところで各会派の意見として集

約できているところはございますでしょうか。 

  田村委員。 

○田村委員 方向性としては、今後人口が減少して

いくというような中で定数の削減というのは考え

ていかなければいけない話でもあるし、県内の他

の市町の状況を見ても、例えば足利市においては

人口15万ぐらいでも定数24という市もあります。

佐野市はほぼ那須塩原と同じ人口ですけれども、

定数26という人数で構成されている市もあります。 

  常任委員会が３つだとして、常任委員会の頭数

を合わせるということも一つ考えなければいけな

いことではないかと思うんですけれども、そうし

た場合、１人増やして27にするよりは、２つ減ら

して24にした場合には、８掛ける３で、８でそろ

うというほうが現実的ではあるのかなという、そ

んなことから減らすという方向性としては考え方

もあるんですけれども、現状の26でも妥当ではな

いかという見方も当然ございますし、ちょっと今

のところ会派としてはなかなか結論は出しかねる

というか、検討事項ということで結論は出てない

です。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ほかに御意見はございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 うちの会派は、今までのいろんな数値

を見た中で、最終的に選挙もあったということも

加えて、26人が妥当だという結果です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見はございますか。 

  齊藤副委員長。 

○齊藤副委員長 那須塩原クラブのほうでは、ちょ

っとこの話の増やす、増やさないまでの議論まで

には至ってなかったので、まだ結論が出ていない

状態です。 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  玉野委員、よろしいですか。 

○玉野委員 敬清会としてはいまだ熟していない。

このままでいいんじゃないかという考え方です。 

○相馬委員長 そうですか。 

  現状の26の定数をそのままという意見と、今後

の方向性としては２人減というような今御意見を

いただいたところでございます。これにつきまし

ては、できれば遅くても９月の全員協議会で報告

ができるような方向で持っていきたいというふう

に思いますので、できましたら各会派、８月、次
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回の議会運営委員会が８月28日になりますので、

そこまでに意見のすり合わせをさせていただきま

して、９月の全員協議会でできれば報告をしたい

というふうに考えておりますので、そのように進

めさせていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのように皆さん、御協力をお願い

いたします。 

  続きまして、⑷に入ります。コロナ対策を踏ま

えた９月議会定例会の対応についてということで

ございます。 

  これについて資料がございますので、まず事務

局から資料の説明をお願いいたします。 

○佐々木議事調査係長 委員長、⑶のアンケートが

まだ。 

○相馬委員長 すみません。大変失礼しました。⑶

の職員アンケートについてでございます。これに

つきましては、前回資料、それから内容のスケジ

ュール等を御説明させていただいたところでござ

いますが、再度皆様から御意見をいただきたいと

思いますが、御意見はございますでしょうか。 

  田村委員。 

○田村委員 おおむねこの設問事項でいいと思うん

ですけれども、できれば最後にその他というか、

何かほかにありますかみたいな、そんな声が出ま

した。 

○相馬委員長 最後に自由に記述していただける枠

を設けてはという意見でございますが、それにつ

いて皆様から御意見はございますでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そうしたら、自由記述枠を設けると

いうようなことで進めさせていただきたいと思い

ます。 

  そのほか御意見はございますか。 

○齊藤委員 これ、以前に多分もう何回か出してい

るままで変わっていなくて、今田村委員さんのほ

うから出てきたんですけれども、この間、ある研

修で事務局強化というテーマのもののセミナーと

いうか、オンラインの配信があったんですけれど

も、ちょっと危険な設問ですけれども、議会事務

局に行ってみたいという設問でも入れてみたらど

うかなと思ったんですけれども、危険ですか。何

か淡々と聞いているだけになってしまうんで、あ

る議会では議会事務局員になりたい職員がいっぱ

いいる市があるという話。議員の魅力づくりもそ

うなんですけれども、職員もどちらかというと、

この場所に来るのが嫌だという傾向があるという

ところから始まったんです、そのセミナーが。昔

からのやつでね。そういうのがあったんで、長内

さんが久慈市議会へ行ったときに一番最初にやら

されたのが視察の旅行日程からだったという話か

ら始まったやつなんですけれども、そういうのと

違って、今いろいろ議会で改革しながら皆さん一

生懸命協力してやってくれているこの体制自体は、

決して執行部と相対するために持っているもので

はなくて、矛先が市民の福祉向上を目指すための

あれなので、こういった今の取組を見ながら、ぜ

ひ議会事務局に行ってみたいみたいなアンケート

があったら、かなり危険なリスクなんですけれど

も、面白いアンケートかなと思ったんですけれど

も、いかがでしょうか。提案なんです。今さらで

申し訳ないです。 

○相馬委員長 この15問の設問のほかに議会事務局

に異動したいというような内容の設問を入れては

どうかという御意見でございますが、それについ

て皆さん、いかがでしょうか。御意見はございま

すか。 

○田村委員 私は賛成です。 
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○山形委員 職員の立場からどうなのかなと思うん

ですけれども、率直にそういうふうな意見が聞け

れば、議会として、事務局としてプラスになれば、

そういうふうに行きたいと言うかどうかというの

をちょっと私たちも知ってみたいかなという気は

しますけれども、ちょっと危険かなという気もあ

りますけれども、ありきたりのアンケートより少

し刺激与えたほうがいいのかなという気はします。 

○相馬委員長 今お２人から入れてもいいんではな

いかという意見でございますが、ほかに意見はご

ざいますか。 

  議長。 

○吉成議長 議長選挙のときには所信表明やるわけ

ですよね。その際、私がやらさせていただいた所

信表明の中に議会事務局をできればこの先議会局

にしていきたい。事務局じゃない。もう政策立案

等も率先して職員の皆さんと議員でつくり上げて

いく。そのためには今の人員では足りないわけで

すね。今副委員長のほうから提案があったことで、

もし思いがけずにすごく来たいというアンケート

結果があると、これ議会局実現に向けて一歩踏み

出せるんじゃないかと。当然もろ刃の刃ではあり

ますけれども、本当聞いてみるのはすごく興味深

いんじゃないかなと思いますね。 

○相馬委員長 今議長からもそういった意見がござ

いました。 

  ほかに御意見がございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、今のような設問を付け加

えるということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 設問の文言については再度ちょっと

正副委員長で打合せと、それから事務局交えて打

合せさせていただいて、内容はそういう内容で、

設問の文言についてはちょっと検討して、付け加

えさせていただくということでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  そのほか御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  なければ、先ほどの意見の追加した内容で、前

回お示ししたスケジュールどおり進めるというこ

とでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのように進めさせていただきます。 

  なお、３月のこの職員アンケートをするという

時点で、本来は議会は全て公開とするとなってご

ざいますが、これについては市民に公開はしない

ということで決定を見ておりますので、市、この

中と議会内でということになりますので、御承知

いただきたいと思います。 

  それでは、続きまして、再度すみません、⑷で

すね、コロナ対策を踏まえた９月定例会の対応に

ついてに移ります。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、コロナ対策を踏

まえた９月議会定例会の対応について（案）の資

料について御説明を申し上げます。 

  まず１点目、傍聴でございますが、６月議会は

傍聴を原則自粛でお願いをしたところでございま

すが、議会公開の原則等を踏まえまして、傍聴席

について傍聴を可とした上で、１席置きに使用禁

止の席を設け、隣り合わせの着席とならないよう

にして認めるという形にしたいと考えております。 

  この措置により、傍聴者数の上限が減りまして、

18人となります。先着順により傍聴席への着席を

認めますが、18人を超える希望者があったときに
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は、着席できなかった方については第４委員会室

に案内して、職員のタブレット等により議会中継

を見ていただくというような準備をしたいと考え

ております。 

  ２点目、執行部の出席者でございますが、本会

議における執行部については、議場に最低限の人

数で入っていただきたいと。ほかの関係者、入ら

ない方については第３委員会室等あるいは自席で

中継を見ていただくという形で、実際には執行部

のほうで考えてくださいという依頼をする形にな

るかと思います。 

  ３番目、一般質問等の質問時間ですが、傍聴者

の便宜、それからコロナ対策の観点から、９月議

会については従来の質問のみの持ち時間制ではな

く、答弁を含めた時間数とすることとし、短時間

で効率的な運営を目指したいという案になってお

ります。制限時間より早く質問が終了した場合に

は、残った時間については休憩時間とし、次の質

問者の繰上げは行わない。繰上げを行ってしまう

と、傍聴者が次の方を見たいと思ったときに、い

つ来ればいいかというのが分からなくなってしま

いますので、具体的な案といたしまして、案の１

から案の５までのとおり、案をお示しをさせてい

ただきたいと思います。 

  まず⑴60分のケースでございますが、ア、案の

１でございますが、10時から11時が１人目になり

まして、15分の休憩を挟みまして、12時15分まで

が２人目、１時間のお昼休憩を入れまして、１時

15分から２時15分まで。また15分の休憩を入れま

して、２時30分から３時30分までというパターン

でございます。 

  案の２でございますが、案の１と基本的には同

じなんですが、３時半で終わりますので、５人目

までが入れられるということで、３時45分から４

時45分の５人目を入れたパターンとなっておりま

す。 

  ⑵70分の制限時間のパターンですが、案の３、

10時からスタートいたしまして、11時10分、15分

の休憩を挟みまして、11時25分から12時、35分や

った後、午後１時から１時35分まで残りの35分を

やる。15分の休憩を挟みまして、１時50分から３

時まで、15分の休憩を挟みまして、４人目が３時

15分から４時25分までという形でございます。 

  案の４でございますけれども、午前中に１人、

午後に３人とするパターンでございまして、例え

ばスタートを10時ではなく、10時30分とした上で、

午前中につきましては１人11時40分まで、午後２

人目が１時から２時10分、15分の休憩を挟みまし

て、２時25分から３時35分、４人目は３時50分か

ら５時という案でございます。 

  最後の案でございますが、10時からスタートい

たしまして、やはり70分、休憩なしというのも長

いというところもございますので、60分ごとに機

械的に15分の休憩を入れたパターンとなっており

ます。60分をやった後、15分休憩して、残りの10

分、11時25分から２人目にすぐ入りまして、12時

までの35分をやった後、お昼休憩で、１時から残

り35分をやる。３人目につきましては、１時35分

から２時までやった後、15分休憩を挟みまして、

15時まで。４人目はそこで15分休憩を取った後、

15時15分から４時15分まで行った後、休憩を取り

まして、残り10分というような機械的に休憩を入

れた案となっております。 

  ⑶でございますが、順番の話なんですけれども、

案の１の２人目のように質問時間が分断されるケ

ースもありますので、今回の質問順については従

来の受付順ではなく、抽せんというのも一つある

のかなと考えております。 

  あとは、さらに会派代表質問につきましても、

この趣旨を踏まえて、時間数の御議論をいただけ
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ればというふうに考えております。 

  続いて、４点目、委員会でございますが、３密

を避ける観点から、委員会室ですとどうしても狭

いというところもございますので、３常任委員会

につきましては議場、それからここの議員控室、

あとは303会議室を押さえてありますので、こち

らの３部屋を利用することではどうかというもの

でございます。使用する部屋は固定ということで

はなくて、日によりローテーションで変える形を

考えております。予算常任委員会の全体会、それ

から決算審査特別委員会全体会については議場で

行うという形で考えております。 

  ５番、その他といたしまして、新型コロナウイ

ルスの感染拡大が進んだ場合には、議員の半数入

替え制ですね。採決の際には全ての議員が議場に

いることが必要ですが、それ以外の審議の際、質

問等の際には、委員の半数を議場に残して、他の

議員については議員控室等で中継を視聴する方法、

こういったものも検討する必要があるのかなと。

今後の感染拡大の状況によってということでござ

いますけれども、こういった案もございますとい

うことです。 

  資料に説明につきましては以上ですが、もう一

つ、検討用資料というものをつけておりますので、

こちらも簡単に御説明をさせていただきたいと思

います。 

  こちら、質問に関する資料でして、令和２年３

月定例会の質問対象時間一覧ですが、会派代表と

一般質問合わせて５日間ありまして、１人目が10

時からというのは基本的に変わらないんですが、

２人目、３人目になってきますと、その前の時間

にも左右されますので、スタートの時間が変わっ

てくると。そうしますと、傍聴者がこの質問を見

たいというときに、いつ傍聴に来ればいいのかと

いうのがちょっと分かりにくくなっていますとい

う資料になってます。 

  それから、質問時間数の状況でございますが、

上が一般質問、下が会派代表質問となっておりま

す。令和元年度の一般質問ですと、平均で69.8分

というふうになっております。当然これより多い

ケースと少ないケースもございます。 

  下段に行きまして、会派代表ですと件数がちょ

っと少なかったものですから、平成30年度と令和

元年度の２年分なんですけれども、総時間数とし

ましては平均で80分、中央値ですと72分ほどとな

っております。 

  ３枚目が平成30年の３月時点で佐野市から一般

質問の制限時間等に関する調査もありましたので、

調査結果を参考までに載せさせていただいたもの

です。大きく答弁込みで時間を制限している団体

と、質問のみで制限をしている団体がございます。

答弁込みの団体につきましては、75分、60分、50

分、40分というようになっておりまして、表のと

おり60分の団体が６団体というところで多くなっ

ているという状況です。質問のみにつきましては、

40分、30分、25分となっておりまして、こちらも

表のとおり、30分を採用している団体が６団体と

いうところで多くなっております。その他につき

ましては、宇都宮市の一括質問方式がちょっと変

わった形になっておりますので、掲載をさせてい

ただきました。 

  資料の説明につきましては以上です。よろしく

お願いします。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、説明が終わりましたが、まず１番の

傍聴について、これについて質疑はございますか。

傍聴については18名、席を１つ開けてということ

になります。それから、18名超えた場合は別室で

タブレット等で中継を見ていただくというような

案でございますが、これについて質疑はございま
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すか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、御意見はござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  御意見ないようでしたら、この案のとおりで取

り扱うということで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 傍聴についてはこのように取り扱い

ます。 

  続いて、２の執行部の出席についてでございま

すが、これについて質疑はございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 内容的に最低限の人数というか、どう

なったのかちょっと確認です。 

○相馬委員長 最低限の考えはありますか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 最終的には執行部の中で答

弁者の判断をしていただくようになると思うんで

すけれども、例えば質疑の場面でしたら、その議

案を提出している部長、市長とか副市長とかのほ

かにそういった方が入るので、もし議案を提出し

ていないような部長、支所長ですとか会計管理者

ですとかがあれば、そこに入らないという選択肢

はあると。一般質問等につきましても、答弁に直

接関係がないような部署も考えられますので、そ

ういった部署の出席者が減るということは考えら

れるかなとは思うんですが、ただ、実際にどの程

度まで質問が及ぶかというところもありますので、

そこは執行部の判断になるかなと思います。 

○相馬委員長 基本的には６月議会のようなやり方

になるんだろうと思います。ただし、今回は質問

を行うようなことになっておりますので、そこに

対応できる執行部の人数をということで考えてい

るところでございますが、具体的に人数のどこま

でというのは執行部との協議の上ということにな

ろうかと思いますが、そういったところで御理解

はいただけますでしょうか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 質疑の関係だと、基本的には部長とい

う感じなのかな。課長までは入れないという感じ

なのかな。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 本年度から執行部の本会議

の出席者につきましては、課長級は総務課長と財

政課長だけが入っておりまして、それ以外は課長

級は原則として入っていないので、基本的には部

長級の対応になって、出席者も当然部長級になる

かなと思います。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

〔「事務局からよろしいですか」と言う人

あり〕 

○相馬委員長 局長。 

○増田事務局長 今関係する最低限の人数というこ

とですが、６月の定例会では質疑については事前

通告制でしたが、先例事例集で決算案件と計画案

件については事前通告制になっておりますが、今

回補正予算とか、あとは条例案件、こういったも

のもありますので、条例は当然提出したところが

自分が所管だというのは分かりますけれども、補

正予算関係だと何聞かれるか、どこ聞かれるか分

からないというのと、仮に必要最低限の出席とい

った場合には誰が出るんだということを、明日も

部長会議ありますんで、聞かれるようなことも想

定されますし、あと初日の即決案件については、

即決案件がある担当の部長のみ出席するのか、そ

ういったところも考えられますので、基本的にこ

の最小人数ということで、この議運で御決定いた
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だければ、多分この後総務部長なんかは議会の経

験が長いので、こういった場合はどうなんだとい

うことを幾つか聞かれるかと思いますので、そこ

ら辺を決定いただければ、正副議運長と私のほう

である程度の案をつくって、定例議運で執行部の

最低限の出席はこんな形でということで、８月28

日の定例議運の際にお示しするということでもよ

ろしいですかね。まず質疑の事前通告をするか、

しないかというところで予算なんかは全員入らざ

るを得なくなります。そこら辺いかがでしょうか。 

○相馬委員長 決算、それから計画については、も

ともと通告制ということでございますので、それ

については対応できるんだろうと思います。今の

お話ですと、補正予算が一番あれかなと思うんで

すが、補正予算についても事前に早めに資料があ

るんであれば、通告制にすることも可能なのかな

と思うんですが、これについて皆さん、御意見は

ございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 コロナ禍ということなんですけれども、

９月議会に限った話をしているんだと思うんです

けれども、基本的に人数を減らすとかではなくて、

コロナ禍だからこそしっかり議会をやるべきだと

いう議員もいるので、最初から言うと別に減らす

必要はないんじゃないかという考えを持っている

議員もうちの会派にはいます。そういうことから

考えて、感染予防ということで今回最低限にしよ

うということなんですけれども、それはそれとし

ても、執行部側のいろんな都合もあるでしょうし、

それから、執行部としてもあそこにいることによ

って、議員が臨場していることによって、大分そ

この雰囲気を知ること、どうしてそういう質問が

出ているかというのをこの画面じゃなくて、あの

場において関係ない、よその部署の話であっても

職員として聞いておくことというのは重要じゃな

いかという話も出てましたので、そういう人たち

がいずれ課長か部長になるということもあるので、

あえて最小限というのは、少なくしようという方

向性はいいと思うんですけれども、わざわざ無理

して、こっちから最小限にしましょうというよう

なことではうちの会派の中にはそういう考えを持

っている人、減らそうとする必要はないんではな

いかという考えを持っている意見もございました。 

  なので、通告に関しては、前もって出したこと

で、よく慎重に通告という考え方で出すこともい

いと思うんですけれども、人の話を聞いたり、そ

の場でやっぱりよく見ていると、考えがもうちょ

っと聞いてみたいということもあると思うので、

本当に緊急事態のようなコロナの状況であれば、

当然ここでよく検討するべきだと思うんですけれ

ども、今までどおりの考えというか、この前のと

きはそういう流れがありましたね。議場コンサー

トなるべくやりましょうみたいな流れだったので、

９月議会に関しては確かに厳しい状況はある中で、

基本的には通告制じゃなくて、ある程度自由にし

ていくというような形のほうがいいんではないか

なと考えます。 

○相馬委員長 通常どおりの執行部の出席という意

見でございますが、９月議会については、さらに

６月議会同様、いわゆる３密を避けるコロナ対策、

それからウィズコロナというものを意識しながら

進めるというようなことの考え方でございますの

で、そういった観点からこうした話合いを議題と

して出しているところでございますので、通常ど

おりという御意見もあろうかと思いますが、その

ほかに皆さんから御意見はございませんでしょう

か。 

  中里委員。 

○中里委員 私の意見ですと、やはりコロナ禍とい

うこともありますので、補正予算に関しても通告



－12－ 

制にしたほうがいいのかなというふうに思います。

それはなぜかといいますと、やはりなるべく会議

を開いている時間を短縮する。よりその中で議論

をきちんとするということにおいては、ある程度

通告制を設けて、焦点を当てた質疑、それから答

弁、こういうことをやっていったほうが会議の質

も落とさず、なお会議時間も短縮できるのではな

いかなというふうに思いますので、こういったコ

ロナ禍のことに関しては通告制にしてやったほう

がいいかなというふうには思うんですけれども。 

○相馬委員長 通告制にして、やはり会議時間を短

縮するということで、そうすると、通告制にすれ

ば、執行部の出席についても、その担当する部長

で対応していただくというようなことになろうか

と思いますので、そうなると執行部の出席者の最

小限というところも出てくるのかなという御意見

だと思いますが、ほかに御意見ございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 これ執行部だけ議論しているんで

すけれども、議員のほうもリンクしないと、結局

６月のときは議員は全員座っていて、執行部だけ

がその対策だったんですよね。なので、同じよう

に執行部減らすなら、議員も半分に減らしたほう

が理にかなっているのかなと。今回このまま６月

と同じことをやると、せっかくの通告にしたのに

全員座って聞いていると、結局意味がないことで

すし、通告になるならなる。もう通告してない人

は外で聞いてなさいみたいな感じのほうがよくな

ってしまいますよね。この間ちょっと言ってまし

たけれども。これ多分執行部だけで考えてしまう

と、議員は26人入っている状態を想定している中

で行われてしまうので、議員の席も決して３密回

避にはなってないというお話もこの間出ていたと

思いますから、そこも一緒に考えていったほうが

いいと思ったんで、ちょっと言わせてもらいまし

た。 

○相馬委員長 それについてはこの後の５番のその

他のところで、先ほど事務局から説明があったと

おり、議員が控室でというような検討事項にその

他として入れてはございますので、両方一遍に今

協議するというよりは、まず執行部のほうの出席

を求める状況を協議したいと思いますが、それで

いかがでしょうか。 

〔「両方一遍にやるとまずい」と言う人あ

り〕 

○齊藤副委員長 １個ずつやると今の話だと傍聴席

も減らしてしまっているわけで、そろわないと説

得力はないということです。やるなら徹底して全

部そろえるほうが、委員会は既にもう広げてやっ

ているわけですから、議会の採決のときだけは時

間が30分、40分で終わるというのがあるんですけ

れども。 

  出席者の質疑応答をこの間、６月のとき見てい

てもそうですし、逆に全協なんか１時間以上も質

疑になってしまって、要は止めるところと、とめ

どない質疑が繰り返されたというところがあった

ので、その時間はやっぱり決めていったほうがい

いのかなと。それから、さっき言った中里議員の

通告制はなきにしもあらずだと思うんです。ただ、

その間何もしてない人が座っていることが事実で

あれば、議会のほうも一緒に考えていったほうが

いいのかなと。執行部だけで決めてしまうという

のが一緒にいうのもあった。 

○相馬委員長 そうしたら、執行部の出席するその

最低限というところと、議員全員が着席している

のではなく、議員のほうも着席する人数を振り分

けてという方法論と、５番のその他にもあるんで

すが、両方求めて…… 

○齊藤副委員長 いや、考えてやってもらえればい

いという話です。 
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○相馬委員長 その５番のところでもう一度議員に

ついての話を出しますが、まず執行部の出席につ

いて、前回は必要最小限のということで進めてい

たところで、今回もそういうふうなことでという

ことでございますが、通常どおりの執行部の出席

を求めるという御意見と、通告制にした上で必要

最低限の人数の出席を求めるというような今２つ

の御意見だというところでございますが、まずは

この執行部の出席者については、２番については

どちらかにしたいというふうには思いますが、再

度皆さんの御意見を伺えればと思いますが。 

○眞壁委員 通常どおりという話なら全く。 

○相馬委員長 いや、通常どおりに全員出席しても

らうということと、それから必要最小限の出席者

を求めるという…… 

○眞壁委員 この案どおりという意味でしょう。 

○相馬委員長 この案どおりでということでござい

ますが。 

  だから、必要最小限の出席者だから、提案理由

の説明はやってもらう。本当にその必要最小限の

という要請をするかどうかということなんです。 

  御意見はございませんか。 

○眞壁委員 この案どおりで。 

○相馬委員長 この案どおりでよろしいですか。 

○眞壁委員 ただ、しっかりと事務局と交渉しても

らってとなるとと思います。 

○相馬委員長 はい。 

○眞壁委員 あと、予算のほうは何ですかね、通告

制…… 

〔「案件が少ないということ」と言う人あ

り〕 

○眞壁委員 案件が少ないんで、通告制にする必要

ないんじゃないかと思う。 

○相馬委員長 補正予算に関してということでよろ

しいですか。 

○眞壁委員 決算とかは所管が広いんであれなんで

すけれども、予算に関してはこれだけなんで、通

告制にしなくてもいいのかなと私はちょっと思う

んで 

○相馬委員長 決算、計画については通告制で、そ

のほかの補正予算については通告制じゃなくても

いいんじゃないかという意見でございます。 

  ほかに御意見ございますか。 

〔「今の振りはない。反対なら反対しろと

いう言い方でいいのか」と言う人あり〕 

○相馬委員長 通告制にするか、しないかという意

見をいただきたいということですね。 

○齊藤副委員長 すみません、先ほどちょっと言わ

せていただいたんですけれども、この間の全員協

議会は質疑が長かったんですけれども、関連をす

る質疑が多かったんです。なので、予算がフリー

になると、聞いた方に乗っかって質疑する人が出

てきてしまうんですね。そうすると、時間が延々

と延びるので、通告をしてやっていただいたほう

がいい意味で先ほど中里委員が言ったとおりにな

るとは思うんで、通告しないと質疑できないとい

うところがちょっと議論の措置としてはどうなん

だというところもありますけれども、どっちを取

るかというところをしっかり決めれば、今眞壁さ

んが言ったとおり、普通にやるべきだという意見

もいいですし、何となく同じ質疑がずっと続いて

いたようなイメージがあって、あんなに全協長か

ったのは久々だなと思ったぐらい。 

〔「すみません」と言う人あり〕 

○齊藤副委員長 あったので、そこら辺がしっかり

整えばいいのかなと思いました。何か時間なのか、

中身なのか、コロナ回避なのかが交錯しているよ

うな気がするんですけれども、本来であればフリ

ーで全然いいとは思うんですけれども、もしその

フリーか通告かとなった理由が明確に考えるので
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あれば、密接した時間とか換気をする時間という

のが危険性が伴うので、制約した時間でやるとい

うことになるんですけれども、ただ、通告にして

も、通告を全員やっていれば結局時間はかかるの

で、かなり難しいんです。どっちの意見も分かる

んですけれども、ただ、そろえてしまったほうが、

誰が通告して終わるというのが分かるのでいいの

かなという話です。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  対応の前提としているのが、いわゆる３密を避

けるということで、前提として進めているお話で

ございますので、全く何もフリーですという取扱

いをするということは、やはり余り望ましくない

ような気はいたします。対策を十分に取った上で

行っているという、そういった開催の仕方を検討

していくべきだろうというふうに思っております

ので、できるだけ議論をより深く、しかも時間は

短縮をした上で進めていく方法論を取りたいとい

うふうなことで、こういう議題になっているわけ

でございますので、再度この案について、御意見

をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

  山形委員。 

○山形委員 １番で傍聴も18人と減らしております

んで、出席者のほうも、執行部のほうも必要最低

限で、議員も必要最低の人数で統一性を持たせて、

そうすれば皆さん、ちゃんとリスクも分けてる。

議員だけ26人入れるわけにいかないんで、傍聴席

減らせれば、そうやってみんな統一を持たせて、

今回に関して予算の質疑もあまりなくても、一応

事前通告ということで、全部それも統一性を持た

せてやって、３密を防ぐという方法を一番最初に

考えて、その中でやっていってはどうかなと私は

そう思います。 

○相馬委員長 そういった意見でございます。それ

についてほかの御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  なければ、やはり補正予算案件についても通告

制を取って、できるだけ集中的に審査を行うとい

う、しかも執行部の出席者についても最低限でお

願いするということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。 

  ２番の執行部の出席についてはそのように取り

扱わさせていただきます。 

  局長、今の内容で協議できますか。 

○増田事務局長 質疑については補正予算も事前通

告制ということで。それと、あと細かいところに

ついては、正副委員長と、例えば条例案件とか、

その辺は出入りしていただいて、関係のある方だ

け。あとは初日と最終日の即決案件がある場合に

ついても関係ある方がというようなことを総務部

長と協議をして、それを正副委員長と相談させて

いただいたものを28日の定例議運で、こんな形で

調整しましたという形で示させていただくという

ことでよろしいですかね。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ２番についてはそのよう取り扱いま

す。 

  次に、３の一般質問の時間についてでございま

すが、これについて事務局からの説明に質疑はご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 質疑はないようですので、皆様から

御意見を伺いたいと思いますが、資料２は案とし

て１、２、３、４、５つの案が出されてございま

す。これについて意見をお願いいたします。 

  中里委員。 

○中里委員 私は⑴60分制限の中での５人、案の２
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というやつですね、これがいいんではないかなと

いうふうに思います。理由は、先ほど事務局のほ

うからの説明がありましたように、傍聴者への便

宜というコロナ対策の観点というところが最大の

利点というか、そういうことです。傍聴者の便宜

というのは、今までも傍聴された方からの御意見

だったりを伺いますと、この人の傍聴に来たんだ

けれども、まだ始まってなくて、あるいは行った

んだけれども、終わってしまっていたというふう

なことがあったので、こういったことを今回の機

会に時間制限とか時間をきちっと決めてやられた

ほうが傍聴者も傍聴しやすい。コロナの観点から

考えても、その聞きたい人の質問が終われば多分

帰ると思うんです。傍聴席の入替えなんかも特に

要るというふうに思います。 

  また、コロナ対策の観点というところでは、６

月議会においては、特に質問に関するものはござ

いませんでしたので、質問者数がかなり多くなる

ということを想定しますと、この辺を考慮すると

60分で５人としたほうがよろしいのではないかと

思います。 

  ただ、１点だけ気をつけなければならないのが、

今までは発言時間が40分ということで制限があり

ましたので、発言だけぱあっとやれば終わりみた

いなことだったんですけれども、発言と答弁を合

わせて60分ですから、我々議員も執行部も今まで

よりも簡潔な質問と答弁、これには注意をしなけ

ればならないなというふうに思います。 

  以上です。 

○相馬委員長 中里委員から案の２がいいんではな

いかという意見でございますが、ほかに御意見ご

ざいますか。 

  田村委員。 

○田村委員 まず、時間については一般質問は60分、

全体の質問は70分がいいんではないかというふう

に思います。中里議員は案の２でしたけれども、

我々は案の１でもいいんではないかということで、

70分の場合は案の３ですね、これを採用してはど

うかというふうに思います。 

○相馬委員長 今一般質問については案の１が、４

人でという案でございますが、ほかに御意見ござ

いますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 一般質問についてはいろいろ意見ある

とおりで異論はないんですけれども、案の１の４

人がいいんじゃないかと。１日に長時間いるとい

う、先ほど３密の関係からすると、４人ぐらいで、

ちょっと早く終わるんですけれども、次の質問を

する人も帰って質問の準備もできるというメリッ

トもあるので、４人ぐらいでいいんではないかな

と。そのほうがもっと、中里委員が言ったとおり、

これがいいんじゃないかと思います。代表質問に

ついては、やはりうちらも70分でいいかと思いま

す。 

  ３と４、迷うところだったんですけれども、案

のね。４人で、微妙ですけれども、うちらは案の

４のほうで一応まとまっているんですけれども、

ここは迷うところで、ちょっと時間が開くけれど

も、３も三角ぐらいな感覚で今。 

○相馬委員長 まず、一般質問についてですが、今

案の１、60分ずつ４人でという意見が多いようで

ございますが、ほかに御意見は。 

  玉野委員。 

○玉野委員 ⑴60分についてです。 

○相馬委員長 はい、そうです。 

○玉野委員 案の１と質問者のことによって翌日に

ならないほうがいいとか、そういうことになれば、

アとイの組合せの使い方がいいと思います。やっ

ぱり傍聴する人がきっちりこの時間に始まってと

いう、議員側もそうですけれども、傍聴者を増や
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そうという方法としては、この時間帯はすごくい

いと思いますね。アとイの使い分けで、組合せで

一つ思います。イを先行するという意味じゃない

ですよ。９人の質問したときに、アだけで、案の

１だけでいくと３日になってしまうでしょう。そ

ういうことをしないで、９人のときは４人と５人

で２日で終わりの考え方です。 

○相馬委員長 基本はどちらでいったらよろしいわ

けなんですか。４でいくのか、５、例えば、じゃ

12だった場合は４、４、４の３日間になると思う

んです。 

○玉野委員 発言の私の言っている意味すること分

かれば、案の１でずっといくということです。９

人目という奇数になったときは、切り上げるため

に５人、この日にやるということです。あくまで

も５でいくということじゃないです。 

○相馬委員長 分かりました。 

  御意見としては、基本的には案の１、60分で４

名ということで、ただし、その質問の人数によっ

ては柔軟に案の２も採用すると、そういう取決め

方でよろしいでしょうか。 

  ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  その質問の…… 

〔「４人、今の言い方だと９人の話で、17

人のときは４日間でやって、     

３日目だけ５人になってしまう」と言う

人あり〕 

○相馬委員長 事務局としては受け付けする場合に

どういう受け付けの仕方で、１日目とか２日目と

かと、こうなっているわけじゃないですか。こう

いう柔軟な受け付け方をして、受け付けできるの

かどうか。 

  課長。 

○小平議事課長 やはり人数が何人出るということ

であれば、そういったふうな入れることはできる

と思うんですけれども、何人か分からない場合だ

と、初めに５人、４人とかというふうな形はでき

ませんので、やはり今回に限って質問者の確認を

事前にさせていただければ、そういった４、４、

５、５とか、４、５、５、５とか、５、５とか、

そういったふうなやり方はできると思うんですが、

その４、５をうまく使い分けというのは今の段階

ではできないですね。このままですとできないと

いう形ですね。 

○相馬委員長 議会の日程を組む場合に、どの時点

でそれが分かればいいものでしょうか。 

  課長。 

○小平議事課長 正副委員長との打合せの際に議会

の日程を決めますので、案をつくりますんで、そ

のときまでに。 

○相馬委員長 そうすると、もう全部通告も終わっ

た段階で、その案の１と２を組み合わせることは

可能だということでよろしいですか。 

○小平議事課長 そうしますと、要は１日目になる

とか、２日目になるとか、３日目になるというの

は最終でしか分からないということで、２日目に

やりたいと言っても１日目になる可能性もあるし、

２日目にやりたいと言っても３日目になる可能性

もある、そういったことも出てくるということに

なります。 

○相馬委員長 そうすると、やはり受け付けをする

順番等の問題も出てきますので、やはり案の１か

案の２をどちらかに今日の段階で決めておかない

といけないというようなことになろうかと思いま

すが、今までの御意見ですと案の１が多かったん

ですが、案の１で４名ずつで、例えば20人出たと。

５日間というふうになった場合の日程というのは

大丈夫か。取れるものなのでしょうか。 
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  案の１の60分の４人というところが意見として

多いようなんですが、案の１にまず決定するとい

うことでいかがでしょうか。 

  山形委員。 

○山形委員 今回１にするのか、２にするのか。５

人にすると日数が縮まります。４にすると日数が

延びる場合もあります。どっちを取るのかという

のも、例えば10人いたら５にすれば、案の２にす

れば２日で終わります。案の１にすると３日かか

ります。すると、１日と、その点はやっぱり時間

を取るのか日数を取るのかというのも考えてくる

のかなと思うんですが、その辺も踏まえるとなか

なか難しいかなと。 

○相馬委員長 ３密を避けるためになんで、日数を

減らしても時間と、それからいわゆる換気を取る

時間、それから接触する時間とその量ですね、そ

れを減らすという観点が大前提ですので、トータ

ルの日数については先ほどありましたように、日

数を減らすという観点はなくてもいいのかなとい

うふうに思います。よろしいですか。 

○山形委員 はい、分かりました。 

○相馬委員長 ということで、一般質問につきまし

ては…… 

○齊藤副委員長 すみません、事務局のほうで、例

えば多分データないんですけれども、夕方にやっ

ている人の一般質問で傍聴者とインターネット見

ている時間とかというのは分からないですよね。 

○相馬委員長 事務局。 

○齊藤副委員長 分からなければ後でいいですけれ

ども。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 傍聴者数に関しては、時間

帯ごとの人数を取っていないので、ちょっとそこ

は分からないんですが、インターネット中継に関

しては、後で調べれば時間帯ごとというのは分か

るんですが、今ちょっと資料を持ち合わせていな

いので。 

○相馬委員長 副委員長。 

○齊藤副委員長 一応コロナ対策で言っていれば、

長いか短いかなんですけれども、傍聴環境という

ことで時間が設定されていれば、例えば鈴木委員

がやると言ったときに、３時半で終わりにしてし

まったほうがいいのか、３時45分から４時45分ま

でやるという時間が決まっているので、見やすい

かという、ちょっとそれが分からないので、４人

で決めるんじゃなくて、今回は多分５人でやって、

どの時間帯がどうだったかという資料を取るのに

は多分多いほうを選択してやったほうがいいんじ

ゃないのかなとも思いました。傍聴関係のほうで

すね。もうこの時間じゃ人来ない。２時半だって、

結局昼間って来づらいとよく言うじゃないですか。

皆さん、働き盛りなので、その後ネットでも見れ

る時間がより多くあったほうがいいのかも調べる

のにも考えれば、多い人数でデータ取りしたほう

がいいのかなとも思ったんですけれども、いかが

でしょうか。なければ、僕は５人でやったほうが

いいと思うんですね。すみません。 

○相馬委員長 今の御意見について、ほかに皆さん

から御意見ございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 戻ってしまって悪いんですけれども、

60分制限ってあるじゃないですか。60分制限の最

後の詰め方というのはどういうふうになるのかな

というのがちょっとイメージが出ないので、質問

しますよね。質問して、答弁がこうで、答弁が終

わるまでは当然やるだろうと思うんだけれども、

今までだと必ず最後の質問までやるという形にな

っているんですね。それが間に合わなかった場合

とか、その切り方をどうするのか分からないんだ

よ。 
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○相馬委員長 争点としては、今回の時間、総枠60

分、70分とかと想定をする中では…… 

○眞壁委員 60分ぴったりで。 

○相馬委員長 もう時間で切ってしまうという想定

を…… 

○眞壁委員 答弁をしているときも切ってしまうの。 

○相馬委員長 そういう可能性もあるということに

なります。 

○眞壁委員 そういう感じになるんだ。 

○相馬委員長 はい。これまでは通告した分につい

ては何かやらなくてはならないというような申合

せ、でも、そういうふうにも伺っておりましたが、

今回については通告はしたけれども、そこまで行

かなかった場合は、もうそれはなしということを

想定されるだろう。通告はしたけれども、そこま

で入らないということも想定されるだろうという

ふうには考えております。 

○眞壁委員 最初の質問をやるよね。答弁中に何か

切るというのもすごいなと思ったんだけれども、

どうなのかなと、それが。答弁まではいいのかな

というイメージはあるんだけれども、再質問は当

然なしだけれども、どうなのかなと、その辺。 

○相馬委員長 最後の資料にありましたように、総

枠で60分と進めている議会もかなりございますの

で。 

○眞壁委員 もう止めているの。 

○相馬委員長 もう時間で止めているというふうに

伺っておりますので、本当に時間で切って、この

時間のスケジュールを考慮しながら質問と答弁を

やっていただくというようなことで。 

  玉野委員。 

○玉野委員 今委員長の中に、通告しているけれど

も、通告を聞けないときもあり得るというように

聞こえたんだけれども、やっぱり通告する側は時

間配分とか、自分が何を聞きたいのかというのは

網羅していて、やっぱり通告は全部やらなくては

いけないんですね。３つ通告があって、１、２、

３、３番目で通告して、３番の途中で答弁が切れ

るというのはあるけれども、３番目のやっぱり質

問はちゃんとやらなくてはだめだと思うな。委員

長のやつは３番目の途中、３番目やらなくていい

よと私はちょっと聞こえてしまったから。 

○相馬委員長 事前にちょっと調べたところでは、

通告したのを入れなかった。その項目が最後の項

目に例えば入らなかったとした場合に、そういう

入らなくても、入らなかったという場合で切って

いると、そういう質問、60分でやっている場合に

そういうこともあるというのは資料というか、そ

れは頂きましたので、全部が全部やれなくてもと

いうところはありますけれども。 

○玉野委員 それはそれだと言うけれども、だけど、

那須塩原としてはちゃんと質問したことは最後ま

で質問してくださいということを徹底というかな、

認識を共有したほうがいいと思うな。３つ質問し

ていて、１だけで終わってしまうというのは、執

行 部 も ち ゃ ん と 勉 強 し て く る ん だ し 、     

３つまでちゃんとやるということを、だから60分

を有効に使うというのは議員側の資質になってく

るわけです。その中で答弁しなくてもいいんだよ

ということじゃなくて、質問しなくてもいいんだ

よと、そうしないようにちゃんとやるべきだとい

うことを強調したい。 

○相馬委員長 分かりました。その質問と答弁の仕

方については今玉野委員が言われたように、トー

タルで60分以内で終わらすということにはなりま

すが、通告したものについては変わらず質問をす

るという申合せの中でこの時間帯を設定すると、

そういうことでよろしいですか。 

  ほかに御意見ございますか。 

○中里委員 先ほどの話を元に戻しまして、４人が
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いいか、５人がいいかということなんですけれど

も、やはり私も齊藤副委員長が言ったように、や

っぱりそこもインターネット中継だったりとか、

こういったことの整理もしていかなければならな

いということも考えると、やっぱりデータ取りも

必要なのかなというふうに思いますので、やはり

私も言ったように、副委員長も言ったように、５

人でやってみったほうがいいのではないかなとい

うふうには思います。今回まずこの９月議会につ

いての取組を一旦こういうことをやってみてもい

いのではないかなというふうにはちょっと思いま

した。 

○相馬委員長 今の御意見で１日60分、５人でとい

う御意見がありますが、再度その４人でというも

のについての御意見を伺ってもよろしいでしょう

か。 

  田村委員、いかがですか。 

○田村委員 やっぱり原則４人で先ほどある、現実

的に想定されるのは例えば13人とか14人とか17人

とか、そういったときには４プラスアルファで５

日間、13人だったら４日間で３人で、違うか、３

日目が５人か、そんな運用の仕方でいいんじゃな

いかと私は思いますが、原則４人。 

○相馬委員長 受付の段階では、とにかく４人、４

人、４人で、最後が５人だと、１人にならない場

合は５人でやると。 

○田村委員 もしくは４、４、５、５なんていうの

もあるかもしれませんけれども。 

○相馬委員長 先ほども言いましたように、それだ

と受け付けするときの状況が難しいということに

なるので、１日の人数はまず基本的に含めていく

しかないんだと思うんです。そうした場合に１日

５人で受け付けるのか、１日４人で受け付けてい

くのかということになってくるわけでございます

ので、どちらかということになるので、４人でと

いうところの、４人にするということで今５人の

ほうがという意見がありましたので、再度４人の

ほうがいいという御意見について御説明をいただ

ければなというふうに思ったところですが、いか

がでしょうか。 

○田村委員 どっちでもいいというのは、どっちか

の形になってしまうんですけれども、でも、４人

でめり張りというか、どうなんでしょうか。今ま

でも４人だったわけですから。 

○相馬委員長 ちなみに４人でいくと午後３時半で

終了するということになります。５人目だと４時

45分ですから、５時前にはそれでも終了するとい

うふうになろうかと思います。 

○齊藤副委員長 すみません、ちょっと議長と話し

したんですけれども、コロナ対策でいけば長い時

間いるとリスクが高いと今御指導いただいたんで

すけれども、要は周りに座る人の環境をここで話

ししてないんです、まだ。だから、こういう状態

で５人やるんだったら確かに３時半のほうがいい

のかなと。中里議員や僕も言っていたんですけれ

ども、環境がどういう状況かによって変えたらど

うですかね。議員が半分でよければ５人やったほ

うがいいし、みんなで聞いてろと言うなら３時半

ということでどうですか。すみません、そっちに

戻してしまって、また。 

○相馬委員長 分かりました。それでは、その他で

議員の出席については５番でやろうと思ったんで

すが、この５番を先に協議した上でこれを決めた

いと思います。 

  ということで、今ちょっと延びましたが、暫時

休憩。11時25分から再開したいと思いますが、暫

時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 
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再開 午前１１時２５分 

 

○相馬委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  先ほどございましたように、資料の５番、その

他にあるように、議員の議場への入場制限もとい

うことは、今後のコロナの拡大の状況を見ながら、

次回の議会運営委員会で決定するというような内

容で導入を検討するというふうにしておりました

が、今日の時点で議場に一般質問、それから代表

質問のときに入室する議員の人数の制限も加えて、

それで傍聴者の人数、それから議員の質問の時間

等を決定していきたいと思いますが、まず、ここ

にありますように、議員の半数制限をこの時点で

採用するという考え方で御意見はございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 ずれてしまうんですけれども、最近、

地方の議会なんかで議場を物すごい対策というか、

飛沫感染対策とかの観点から、例えば議場と傍聴

席の間にシートで囲ってしまうとか、あと当然ア

クリル板を質問席だとか議長席だとか、あと当然

議員の間にも設置をするようなところが増えてき

ているんですけれども、そこら辺は本市において

はそういう対策を講じる予定はないんですか。 

○相馬委員長 それによって人数制限をするか、し

ないか検討するということですか。 

○田村委員 はい。 

○相馬委員長 例えばアクリル板等で仕切りをつく

れば     

○田村委員 そこにつけてもつけなくてもいいんで

すけれども、方向性としてというか、世間の流れ

として、当然そうしていくべきではないかなとい

うふうには思うんだけれども、今回するかどうか

はともかくとして、そういう話も議論されてもい

いのかなと思った。 

○相馬委員長 議員席をアクリル板等で仕切るとい

うことも検討してというところから議員の出席に

ついてもということで、まず、アクリル板等で仕

切ることについて事務局として検討はされた経緯

はございますか。 

○増田事務局長 議長と雑談の中でアクリル板って

どうなのかねということを言われたことがありま

す。それで、さくら市議会は６月の定例会で議員

側だけアクリル板がありました。しかも両脇で、

隣の議員さんとしゃべって飛沫しないように、こ

の辺のこんな形でアクリル板が両側あったという

のを記憶してます。ただし、執行部側アクリル板

なしで全部座ってました。そういった議会もあり

ます。 

  ですので、あとネットなんかで見てみますと、

金額とかも結構１枚で１万ぐらいはするのかなと

いうことを考えますと、設置した場合にどれぐら

いの金額、何十万かかかる可能性はあるのかなと

いうのは感じました。予算は持ち合わせてないん

で、その場合には流用か何かで対応するしかない。

ただ、議員さんが必要だということで御決定いた

だければ、導入に向けて努力をしたいというふう

に考えております。 

○相馬委員長 アクリル板のようなものをビニール

にするかとかあるんでしょうが、まずそういった

ものを設置することを検討するという方向にする

のか。そうすると議員側だけでない、執行部側も

ということにはなってくるかとは思うんですが…

… 

○田村委員 あと傍聴等も仕切りをつくる。傍聴席。 

○相馬委員長 田村委員、どうですか。 

○田村委員 傍聴席と議場の間のところにもそうい

った形の、いろんな形があると思うんですけれど

も、仕切るところがあるんです、ほかの議会でや

っているところが。 
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○相馬委員長 そういった仕切り等を９月議会まで

に設置するというふうなことを検討していくとい

うことでよろしいですかね。 

〔「待ってください。」「これ予算」「そ

うですね」と言う人あり〕 

○相馬委員長 だから、検討してどういう予算にな

るか、28日までに検討してもらう。 

〔「ビニール垂らせばいいんじゃないですか、それ

だけだったら」と言う人あり〕 

○齊藤副委員長 ちょっといいですか。すみません。

田村委員が言っていることも分かるんですけれど

も、基本的に議員を半分にする理由が可能なのは

タブレットが配置されているからなんですね。要

はその場にいなくていいシステムがありながら、

その場に集めるための施策をやっていると、論外

な話で、取手市議会はこの間、「デモテック宣言」   

ということで、市長の提案理由の説明全部リモー

トですからね、もう。極端な話、展開をウィズコ

ロナで変えていかなければいけない。どうしても

入れたいんだったら、そこまで必要にして、傍聴

者を増やそうという考えなんですが、いかに見て

くれる人だったり、議員の身の安全を守るんであ

れば、議長がちょっと言ってくれたとおり、人の

密を避けるということなんで、さくら市議会もあ

れ、付け焼き刃みたいなものじゃないですか。隣

だけつけているだけで、簡単なことを言うとせき

としゃべらなければ何も飛沫飛ばないということ

なので、基本的にはそこまで対策、那須塩原がす

ぐしなかったのは、そういう理由もあったからな

のかな。お金もあるでしょうけれども、逆にそこ

で執行部に金捻出しろと言うほうがきついような

気もしてあるので、これを逆にどこに置いたら傍

聴できるかどうか、そういう話合いをしていった

ほうがより現実的のようなお話。 

  ただ、一理あるのは、傍聴者が来たときのシャ

ットアウトは僕も必要だと思ったんで、だから、

いいとこ取りで申し訳ないんですけれども、なる

べく議員も半分に、さっき山形さんが言ったよう

な話をしていったほうがいいと思います。 

○相馬委員長 田村委員。 

○田村委員 私もそんなにあれもこれもということ

ではなくて、最低限例えば一番発言する機会の多

い議長のところだけとか、あとは質問者席のとこ

ろだけでもあれば、そういった飛沫感染を防ぐ有

効な手段ではないかというふうに思いますけれど

も。 

○相馬委員長 それについては28日までに検討する

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そういうことで事務局のほうにお願

いをしておきたいと思います。実際どうなるかは

予算と、様々な状況によってということになりま

す。 

  今議論になるのは、議員の席に座っている人数

をこの案でいくと半数の入替え制ということで、

議員の半分を入れ替えるという、そういう制度で

３密を避けるという方法を取ってはというところ

でございますが、それについて御意見はございま

すか。 

  山形委員。 

○山形委員 その他のところで出ているんですが、

半数の入替え制度も私も大賛成なんですが、具体

的にこの入替え制、何人、13人を１つの質問で入

れ替えるのかと、何かそういう具体的にどう考え

るのか分かりますか。 

○相馬委員長 よろしいですか。事前に案はつくっ

たところではございますが、この当初予定は８月

28日の状況をもってということだったので、半数

入替え制というふうに今日決めていただければ、

どういうふうに入れ替えるかについては28日まで
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に案を出させていただきたいというふうに思いま

す。例えば偶数、奇数とか、会派ごとに何名ずつ

というふうな幾つかパターンは一応つくったんで

すが、28日までにもしどうしても議員も半数の入

替え制が必要だろうというふうになった場合には、

案をお示ししようとは思ってはいるところですの

で、今日の時点では入替え制を取って、半分ずつ

入れるということになろうかと思いますが、玉野

委員、お願いします。 

○玉野委員 対応するための準備だからやったほう

がいい。このとおりにやっていく。 

○相馬委員長 このとおりにやったほうがいいとい

うことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 議員も半数の入替え制で、タブレッ

トを十分に活用して、一般質問、それから代表質

問に対応するということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、執行部も最低限の出席を

求める。それから、議員も半数入替え制を行うと

いう内容で再度質問時間の設定で、先ほどの状況

ですと案の１が多かったんですが、今までの状況

を踏まえて、再度案の１から案の５で御意見をい

ただきたいと思います。 

  山形委員。 

○山形委員 そういう今のことを考えて入替え制も

考慮するということになれば、案の２で、これで

一応今回チャレンジ、試行的にやっていただいて、

ちょっといろいろな不具合は次の機会に生かす形

で、案の２で５人でやってみたいと私は思います。 

○相馬委員長 案の２という意見でございますが、

ほかに意見ございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 先ほども案の１ということで申し上げ

ましたけれども、やはりこの型でいけば、終わり

の時間が明確になって、４時45分で終わると思い

ますので、案の２でもいいかと思います。 

○相馬委員長 ほかに御意見はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければ、一般質問については案の

２で60分、５人制で受け付けていくと。そういう

ことで決定してよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、代表質問についてはど

のように取り扱うか御意見をいただければと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  田村委員。 

○田村委員 先ほども話をしましたけれども、案の

３でいいんではないかと思います。 

○相馬委員長 案の３、70分ですね。 

○田村委員 70分。 

○相馬委員長 70分の４人でという、４人しかない

と思いますので、今案の３、代表質問については

案の３でという御意見でございますが、ほかに御

意見ございますか。 

○齊藤副委員長 すみません、案のほうは今ちょっ

と協議していけばいいと思ったんですけれども、

確認なんですが、代表の場合は会派の人数構成に

よっての順番確定ということを確認したいのが１

つと、あと、とりあえず１個だけ。それをちょっ

と確認させてください。 

○相馬委員長 それはやっぱり⑶でやろうと思った

んですが、受付順にするのか、抽せんにするのか

とかということについては⑶でやろうと思ってい

たんですが、先にそれを決めたほうがよろしいで

すか。 

○齊藤副委員長 すみません、お願いします。じゃ

ないと抽せんになったときの２番目になる人なん

か、ちょっとこれだと今の田村さんの時間だと思

ったので、そこを聞いてから決めていったほうが
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いいのかなと思ったんです。抽せんになるならよ

り分かりやすい時間のほうが代表質問なので、皆

さん、フラットになるかなと思っているんですけ

れども、すみません。 

○相馬委員長 代表質問と一般質問両方含めてにな

ってしまいますが、受付をした段階で、これまで

代表質問についてはもう会派の人数の順番という

ことでやっております。一般質問については受付

順ということでやっておりましたが、その傍聴環

境の整備という観点から時間割を設定しましたの

で、その時間割によって受付順ではなくて、抽せ

んでという案もございましたので、そちらをまず

会派代表質問はこれまで人数の多い順からという

ことになっておりましたが、これについて御意見

はございますか。代表質問については今までどお

り、人数の多い順ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

○田村委員 多い順だと４人、４人、４人ですよね、

ほかの会派。そうした場合は抽せん。 

○相馬委員長 はい。 

○田村委員 ２番目以降は抽せんにするということ

ですか。もしくは全会派がした場合です。 

〔「でも、それははっきりしたほうが」と

言う人あり〕 

○田村委員 今までは受付順でしてきている。 

○相馬委員長 今までも抽せんだったです。 

○田村委員 そうでしたか。 

○相馬委員長 はい。同人数の場合は受付順ですか。 

〔「代表者にしか分からない」「今までは

抽せんじゃない」「ああ、そうですか」

と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、代表質問についてはこれ

までどおりに取り扱うということで、同様でよろ

しいですか。抽せんのほうがよろしいですか。 

○田村委員 これまでどおりだと受付順ということ

ですね。 

○相馬委員長 はい。 

○田村委員 あってもいいし、でも、そうするとや

っぱりどう考えても２人目がちょっとまたがるか

ら、それをにらんでいつ出すかみたいなことが生

じてくるので、抽せんにしてしまったらどうです

か。 

○相馬委員長 同人数の場合は抽せんということで

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それを含めて再度代表質問の時間割

と、どの案でいくかということになりますが、先

ほどは案の３という意見がありましたが、案の３

で２番目以降は抽せんという形で取り扱うという

ことでいかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのように取り扱わさせていただき

ます。 

  再度３のその他で、一般質問についてですが、

一般質問のこれまで受付順で行っていたんですが、

先ほど言いましたように、時間割で朝の部分と夕

方の部分が出てきますので、これについても１日

ずつ受付順で抽せんということで、受付順という

か、その１日目、２日目、３日目の間で５人ずつ

の抽せんという案がここに出ているわけでござい

ますが、これについて御意見をいただければと思

います。 

  中里委員。 

○中里委員 私はその案の１点なんです。例えば１

日目に受け付けされた方が５人いまして、最初に

受け付けたんだけれども、抽せんして３番になっ

たら３番ということですよね。 

○相馬委員長 はい。 

○中里委員 そうですよね。はい、      
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○眞壁委員 ７人だったら当然翌日に    

○相馬委員長 はい、受付順に５人までで初日の１

番から５番まで、６番目に来た人は２日目の抽せ

んをしていただくと。７番目についても２日目。

だから、５人ずつですので、初日５人の何番目に

なるか。 

○眞壁委員 １日枠。 

○相馬委員長 １日枠で抽せん。 

○眞壁委員 ２日は。 

○相馬委員長 ２日枠で抽せん、それを受付順で引

いてもらうということでやれば、朝の分と夕方の

分と、その時間を通告するのに待ってとかという

ことがなく、もう１日目で通告順で１番から５番

まで通告した人については抽せんで初日の何番目

になるかという、そういう抽せんの方法だという

ことでいかがかということでございます。 

○眞壁委員 １日目に出した人が７人いたときに、

それを全部で抽せん、じゃない。     

○相馬委員長 受付順番でくじを引いていくので。 

○眞壁委員 １日に７人になるときにどうするの。 

○相馬委員長 ６人目の人は２日目のくじを引いて

もらいます。 

○相馬委員長 事務局がこれで受け付けしますとい

うことになったときにくじを引いていただきます

ので、そのときに６番目の受付をした人は、もう

自動的に２日目の何番目という抽せんをしていた

だく。 

○玉野委員 １日目の６番目に来た人は２日目。 

○齊藤副委員長 来た人じゃなくて、やり取りして、

事務局がこれで受け付けますと言った瞬間にしか

やってない。 

○中里委員 受付が完了して初めて受付。 

○齊藤副委員長 ということなんで、出しただけじ

ゃ駄目。 

○相馬委員長 出しただけじゃ駄目で、事務局が受

付が完了しましたと言うところで、何日目の順番

を引いていただく。 

○玉野委員 最初行くでしょう、１番目の人が。午

後なんでしょう。そのうちぱっと引いたら３番目

だということじゃない。 

〔「それです」と言う人あり〕 

○玉野委員 だから、５番目に来たら、もう全部引

いてしまったら、２日目に当然なるんです。 

○田村委員 ６番目以降の人は引かないですよ。１

日目のくじは。 

○玉野委員 いや、全部そろってから引くと言うか

らね。 

〔「違います」と言う人あり〕 

○中里委員 あくまでも受付順なので、７人で出て

いて、残りの２人は２日目の枠で引くんですけれ

ども、全員が集まらないと引けないわけじゃない

か。誰引いても。 

○相馬委員長 ５番目に来ても１日目の１番になる

可能性もある。 

  受付順でその日、その日の初日、２日目、３日

目ということで、受付順とそこにプラス抽せんを

して順番は決めていくと、そういう抽せんの方法

でということの案でございますが、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 事務局、大丈夫ですよね。受付をし

ました。そのときに抽せんをしてもらって、１番

から５番まで受け付けた人は初日の何番か引いて

いただく。６番から10番までの人は２日目の何番

か引いていただく。11番から15番目までの人は３

日目の何番かを引いていただく。そういう受付の

仕方でいけるということでよろしいですか。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 
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○相馬委員長 そういう一般質問の受付の順番とさ

せていただきます。 

  山形委員。 

○山形委員 今時間が決まって、頭の時間が決まっ

たということになると、今までは２番、山形紀弘

議員と言って行きましたけれども、時間がもう決

まっている場合、一般質問も代表質問も質問席か

ら始まれば、歩く時間と、それも短縮になって、

少しはあれですけれども、そういうことでどうな

んですかね。やっぱり自席から行ったほうがいい

んですか。そうすれば少しは60分。 

○齊藤副委員長 しゃべり出したら押してくれてい

るはずです。おじぎして、だから、そこだけ向こ

うに言っておけば、同じだと思うんです。 

○山形委員 あくまでも今までと同じで。 

○齊藤副委員長 時間になってしまったら、遅い人、

10分ぐらいかかってしまったら終わってしまう。 

○吉成議長 映像が映るでしょう。ライブ。映像が

映るから、誰々と分かる。 

○山形委員 音声以外に。分かりました。すみませ

ん、余計なこと言ってしまって。 

○相馬委員長 あくまでも自席で質疑を受けるとい

うことですか。 

○相馬委員長 先ほどの内容からいきますと、まず

一般質問のときに半分入替え制を取りますと、１

つずつ席を開けますので、自席に座っていない場

合もあるんですね。だから、自席で受けられない

場合もあるので、質問席からスタートでもいいん

じゃないでしょうか。 

  課長。 

○小平議事課長 自席からだと、自席から歩く部分

も時間に含まれてしまいますので…… 

○山形委員 幾らもないですけれども。 

○小平議事課長 やはり質問席からやれば、全てト

ータル時間60分という形にはできると思います。 

○相馬委員長 今のような説明ですので、60分の中

でスタートはもう質問席からスタートすると、そ

ういうことでいかがでしょうか。よろしいですか。 

○相馬委員長 ということで、⑶のその他の質問順

について、それから、その他の代表質問について

も決定いたしましたので、続いて、順番逆になっ

てしまいましたが、４の委員会について、先ほど

事務局から説明があったと思いますが、これにつ

いて質疑はございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 議員控室が会場になるんで、今度お昼

食べるときにどうするのかなと。そこの場所だけ

どこか設定してもらえるか、今の考えを聞きたい。

長引いたときとかはどこになるんでしょう。そこ

だけ確認したい。 

○相馬委員長 議員控室をここの委員会として使う

ので、お昼のときの対応についてということにな

りますが、事務局で何か案はありますか。 

  課長。 

○小平議事課長 ４階という形になると思いますの

で、会派室か、もしくは委員会室ということで、

決定の際は割り振りをちょっと考えたいと思いま

す。 

○相馬委員長 今事務局では委員会室等で対応を考

えるということなんですが、鈴木委員。 

○鈴木委員 うちらもそういうことを想定していた

んですけれども、ただ、飯食うんで、お茶の用意

とか、きちんとここのときと同じような感じでち

ょっと３か所になってしまうかもしれない。そう

いうふうにしてもらえればいいなということ、あ

ともう一つ、ちょっと可能かどうかは別ですけれ

ども、201だったかな、広い部屋があるので、そ

っちを取ってもらえれば、ここは通常どおり控室

になるんじゃないかなというのもあったんですけ

れどもね。303のように、ほかの広い会議室を使
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えるのであれば、そういうことも検討してもらい

たいなという話もありました。 

  以上です。 

○相馬委員長 それについて事務局では。202でし

たか。 

○小平議事課長 それは空いているか確認いたしま

して、空いていれば取っておきたいと思いますけ

れども、空いてないということになれば、ちょっ

とそれは御勘弁していただければと思います。 

○相馬委員長 執行部と打合せをした上でというこ

とで、202も使えるということであれば、ここ控

室ではなく、その分をこちらに。 

○鈴木委員 ここを使わないで、そういうのも検討

してほしいというだけで。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  今の御意見を踏まえて、案のとおり、委員会に

ついては①、②、③の日によってのローテーショ

ンということで行うということでよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように取扱いをさせてい

ただきます。 

  ⑷については以上で終了といたします。 

  続きまして、⑸９月議会定例会における委員会

中継についてに入ります。 

  事務局から説明をお願いします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 ９月議会定例会における委

員会中継についてということで、資料はございま

せんが、６月議会定例会につきまして、３常任委

員会を議場で行いました。その際に委員会中継を

試行的に行ったというところがございます。９月

議会の定例会につきましても、先ほど御決定いた

だいたとおり、３日のうち１回は議場を使えると。

そうしますと、議場に中継設備がございますので、

そちらで委員会中継も６月議会と同様にできるの

ではないかということで、事業者のほうと調整を

しましたが、１日当たり１万3,000円プラス税と

いうことで、ちょっとスポットで料金はかかると

いうことなんですが、３常任委員会であれば４万

円ぐらいということで、予算流用の中で対応がで

きそうだということもございますので、もしここ

で御決定いただければ、９月議会につきましても

各常任委員会１日ずつ委員会中継をやるという形

でいかがかということでお諮りするものです。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、皆さんから御意

見はございますか。 

  中里委員。 

○中里委員 予算等が流用できるということですの

で、委員会の中継もいいんじゃないかなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○相馬委員長 １日ずつ議場を各常任委員会が使う

ということになりますので、その分を１日ずつ各

常任委員会の分を放送するという御意見で、中継

を放送するという御意見でございますが、ほかに

御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、案のとおり取り扱うとい

うことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 委員会を中継するということでお願

いいたします。 

  続きまして、⑹、取組ナンバー８になりますが、
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議員間討議の実施に係る要綱の作成についてに移

ります。 

  これについて資料がございますので、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、実施要綱案につ

いて御説明をさせていただきます。 

  こちらは議会取組実行計画に基づく議員間討議

に関して定める実施要綱の案でございます。 

  まず、第１条でございますが、議会基本条例の

４条３号及び12条に議員間討議等について規定が

ございますので、その実施に関して必要な事項を

定めるものでございます。 

  ２条ですが、目的及び基本姿勢としまして、自

由闊達な討議とプロセスを明確化することにより、

もって市民に開かれた議会の実現を図る。それか

ら、議会が言論の場であり、合議制の機関である

ことに立脚し、議員相互の自由な討議を中心に運

営することを基本とするというものでございます。 

  対象とする会議及び議題でございますが、議員

間討議は常任委員会、それから議会運営委員会、

特別委員会、それから協議等の場ですね、全協を

除く協議等の場ですので、事実上本会議と全協以

外の全ての会議が該当になるのかなというふうに

考えております。 

  ２項ですが、対象とする議題ですが、議員また

は市長が提出する議案、その他の会議に付議され

る全ての議題を議員間討議の対象とするものです。

手続ですが、議員間討議は質疑があらかた出尽く

したタイミングで質疑を終結せずに行います。議

員間討議終了後、その必要に応じて再度質疑の機

会を設けるものといたします。議員間討議は議長

または委員長の判断により開始をすると。ただし、

委員会において委員は開始、終結の動議を提出す

ることができると。 

  ３項ですが、議員間討議において執行部は原則

として退席をしない。ただし、議員または委員の

申出に基づき、議長ないし委員長が退席を命じた

ときには退席していただくという形もできる。 

  ４項ですが、執行部が退席しない場合であって

も、あくまで議員間討議ですので、執行部への質

疑はその中では行わないと。 

  ５条の運用ですが、議員間討議は１案件につき

30分以内、これを超えるときには原則として議員

間討議の終結を宣言しますが、議長ないし委員長

が必要と認めたときには延長もできます。 

  ２項、発言者は議長ないし委員長が指名する。

通常の本会議ないし委員会等の形を想定していま

す。 

  ３項、委員会は議員間討議を行ったときには、

委員会報告の中で議員間討議の実施の事実等、主

な内容を報告するものとします。 

  ４項、議員間討議は傍聴できるものとします。

また、案件の性質上、傍聴させない必要があると

いうときには、その全部または一部について傍聴

させないことができます。 

  議員間討議の議事録でございますが、こちらは

公開。先ほどの傍聴させないというふうにしたも

のについても秘密会としない限りは公開するとい

う形にしております。 

  ６項です。議員間討議を受けて発言が不適切な

場合には、注意をし、発言を禁止することができ

るということです。 

  ６条、研修でございますが、議員は議員間討議

における議論を効率的、建設的に進めるとともに、

目的を達成するため、ファシリテーション、その

他の研修を受けて、議員スキルの向上に努めるも

のとします。 

  最後、３ページ目のところですが、ここに定め

るもののほか、議員間討議の実施に必要な事項に
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ついては議長が議会の委員会に諮って定めると、

こういった案になっております。 

  資料の説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  ただいまの説明について質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、これ最終的には

会派に持ち帰っていただくことになろうかと思い

ますが、今日の時点で皆さんから御意見はござい

ますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと説明で、５条の２項と３項あ

たりを見ると、議長等、それから３項は委員長、

また４に行くと議長。これはちょっともう少し具

体的に区別、違いなんかについて区別みたいなの

を御説明いただきたいなと思います。 

  あと、一遍に言うのも何ですけれども、６番で、

なお従わないときは発言を禁止すると書いてある

んですけれども、ここは制止するという言葉のほ

うが表現上正しいんじゃないか。禁止というのは

最初から禁止なので、そこでいきなりそういう状

況になったときに禁止というんではなくて、状況

になったというのであれば、制止という言葉のほ

うがいいんじゃないかと。一応そういう意見があ

りました。 

○相馬委員長 まず、議長等と、その委員長、３番

についての表記の仕方について説明できますか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 議長等の文言でございます

が、４条２項の中で定義をしておりまして、議長

または委員長をまとめて言うときに議長等という

文言を使っております。会議によって、その会議

の主催者が議長である場合、それから委員長であ

る場合もございますので、基本的には議長等とい

う言い方を想定しておりますが、５条３項につき

ましては、委員会報告を議長がするというのを基

本的に想定していなかったので、あくまでもここ

は委員長がという表現をしております。 

  以上です。 

○鈴木委員 委員会はということですね。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  ほかに御意見ございますか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 第５条の５で議員間討議を行った会議

といって議事録を作成したときはとあるんですけ

れども、つくるとつくらないというのは何かどう

いう理由なのか。ちょっと教えてもらえますか。 

○相馬委員長 第５条の５号ですか。 

○眞壁委員 議事録を作成したときはとあるんだけ

れども、つくらない場合もあるのかなと。その辺

はどうなのかと。うちで判断できないのか。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 基本的には議事録という形

で詳細なものになるか、簡単な復命になるかとい

うところはあるんですが、それは作成はしており

ます。 

○眞壁委員 公表されるときにどうするの。     

○相馬委員長 ということは、議事録を作成したと

きはという表現についてなんですが、必ず議事録

は作成しているということでよろしいですか。表

現上、ときはというふうに入れているというとこ

ろについては、議事録を作成したときはというふ

うにするということに表現することについては何

か意図はございますか。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 広い意味での議事録という

ものは全ての復命も含めましてつくっているんで

すが、本会議とか常任委員会につきましては、き

ちんと発言ごとの議事録というものをつくってホ

ームページ上でも公開しておりますが、それ以外
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の会議、会派代表者会議とか、正副委員長会議と

か、そういったものにつきましては、基本的に詳

細な議事録をつくって公開していないので、それ

についてはまたこれができたことによって、改め

てホームページ等に載せたりというところまでは

ちょっと想定していないので、基本的には公開は

今までと同じようにやるというものでございます。 

○相馬委員長 はい、分かりました。大丈夫ですか。 

○眞壁委員 分かったような、分かんないようなあ

れだけれども。 

○相馬委員長 会議はこういう会議というふうなこ

とで議員間討議を行う会議というのは規定してお

りますが、議事録を作成してない会派代表者会議

であるとか、それから、そういったときの議事録

をこれまでにつくっていないものについては、当

然載せられないので、載せてないので、議事録を

作成したときはというのは、例えば委員会録であ

ったりとか、そういった議事録を作成したものに

ついては、これを公開にすると。作成しない会議

もあるので、それを含めて議員間討議の要綱に会

議自体も含まれますので、議事録がなかった場合

はつくったときは公開する。つくらない会議もあ

る、議事録をということで、ときはを入れている

と。 

○眞壁委員 具体的に言ったら、会派代表者会議な

んかはつくってないんで、それは公開しないとい

うふうなことでいいですか。 

○相馬委員長 はい。 

○眞壁委員 分かりました。 

○相馬委員長 そのほか御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、これまでの内容

を踏まえて、各会派に持ち帰っていただいて、再

度検討していただきたいと思います。 

  以上で⑹については…… 

○齊藤副委員長 制止の件はどういうふうに考える

んですかね。禁止は制止のほうがいいんじゃない

のかと。 

○相馬委員長 先ほど第５条の６号のところで発言

を禁止というところを制止のほうがいいんではな

いかという意見がございましたが、これについて、

事務局から、これ禁止としていることについての

説明はありますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 多分この条文の書き方だと注意し

ても従わない人はもう次させないという意味だか

ら禁止だと思うんで、鈴木委員の言う制止だと言

っている最中止めるというイメージ。 

○鈴木委員 その状況になったときに初めてやめさ

せたり、それはそういうことは言葉で言うと制止

であって、禁止というよりは制止という言葉が正

しい。     

○齊藤副委員長 制止だとまた言えるじゃないです

か。その場を止めるだけになってします。だから、

さんざん注意していても不適切発言がずっと続い

ている場合。 

○鈴木委員 従わなければ、出ていってくださいみ

たいな話。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 こちらにつきましては、会

議規則の116条のところに発言内容の制限という

条文があるんですが、その２項の中で、まずは委

員長が注意をして、なお従わないときは発言を禁

止することができるという表現がありましたので、

そこに倣ったものでございます。 

○相馬委員長 中里委員。 

○中里委員 今の事務局の説明を聞きますと、本当

にそのとおりで、ちょっと私も言葉を調べてみた

んです。委員長が注意をするということ自体が制

止するということなので、抑えとどめること。そ
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れにもなお従わない場合には、禁止するというの

は、これはもう制止するよりももっと重くて、命

令する、こういう意味も込められて、私はこのま

までもいいのかなというふうに思います。 

  以上です。 

〔「そこまで調べてなかった」と言う人あ

り〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、今までの意見を踏まえて、

会派に持ち帰って御検討いただきたいと思います。

一応今年度の取組実行計画の中で決定を見ますの

で、ちょっとこれの決定時期についてはできるだ

け早めにはとは思っておりますが、再度時期につ

いては検討させていただいて、決定したいと思い

ます。 

  ⑹については終了といたします。 

  続いて、⑺その他に入ります。 

  委員から何かございますか。 

  議長。 

○吉成議長 ９月定例議会の対応についてはほぼ今

決定を見たわけですね。最終的には28日というこ

とになるんでしょうけれども、それと同様に議員

全員協議会に関してなんですが、前回６月のとき

には、やはり１つは３密を避けるということで、

執行部側の出席についても極力説明者以外は出席

をしないようにという形でお願いをしているんで

すね。そして、質疑に関しても通告制を取ったと

いう経緯があります。それを継続してこの９月議

会の、ないしは８月20日そして、９月の定例会の

全協、それらをどういうふうにするか、議運の場

である程度決めていただいたほうが、議会をつか

さどる私としてはやりやすいです。 

○相馬委員長 今議長から全員協議会の取扱いにつ

いてということで御意見がございました。６月の

全員協議会同様、８月20日の全員協議会も同様の

取扱いをしていったほうがいいんではないかとい

うことでございますが、皆さんの御意見はござい

ますか。 

○齊藤副委員長 すみません、前回同様ということ

は、この間のやつ…… 

○相馬委員長 ６月です。       

○齊藤副委員長 そうですか。 

○相馬委員長 ６月全協。 

○齊藤副委員長 この間の全協がちょっとイメージ

がインパクトがあり過ぎて、あれと同じように捉

えられてしまうと、その中での質問、質疑が長過

ぎてしまって、しかも質疑を言うまでが長くて、

何言っているか分からない人もいたので、そこを

議長が制止していただければ、今までどおりでい

いと思うんですけれども、要は端的に質疑してく

れというふうに進行を変えていただければ、すご

く持論を言っている方がいたので、３時過ぎまで

かかったと。そこだけどうなんだかという、その

内容全体を、もっと短く終わったはずじゃないの

かなと思ったんですけれども、その辺だけちょっ

とお願いします。 

○吉成議長 お願いしますと言うなら、ルールを決

めておいてもらえれば、それに従って当然進行は

しますんで。 

○相馬委員長 まず全協についても６月の全協同様、

通告制を取るかについてまず御意見をいただけれ

ばと思います。 

  ８月20日、それから９月の全員協議会も質疑に

ついては通告制をとる。 

○眞壁委員 いつまでに日にちとか資料が来るとい

うことで大体決まるんだと思うんだけれども、あ

まり遅いとなかなか通告制にならないと思うので、
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その辺だけきっちりしてほしい。 

○相馬委員長 事務局としてはいかがですか。６月

同様に取り扱いできますか。 

  課長。 

○小平議事課長 全協資料につきましては、執行部

のほうから３日前にうちのほう、事務局に届くよ

うになってますんで、それで間に合うのであれば、

もしくは６月のときに質問項目、どれに対してあ

るのという通告でいいという話だったんですけれ

ども、細かく質疑項目が書いてあったので、ただ、

この１番に関して質問するよとかという通告だけ

でも十分だと思いますので、そういった形で通告

していただければ大丈夫なんじゃないかなと思う

んですが。 

○眞壁委員 全協の前の日まで通告。 

○相馬委員長 今事務局から説明のあったとおり、

内容ではなく、項目の通告だけということで言っ

てありますから。 

○小平議事課長 前日の午前中まで。 

○相馬委員長 項目ごとに通告ということで、８月

同様取り扱うということでよろしいですか。 

○齊藤副委員長 サイボウズでいいの。 

○相馬委員長 課長。 

○小平議事課長 はい、サイボウズで連絡いただけ

れば、それでこちらでチェックいたしますので。 

○相馬委員長 山形委員。 

○山形委員 あと、いつも言っている、その他の部

分も結構多いんですよね。その他の部分も言って

おくべきだと思います。 

○相馬委員長 課長。 

○小平議事課長 その他の部分につきましては、や

はり担当する部長が変わってくると思いますので、

できたらその他については細かく書いておいてい

ただければと思います。 

○相馬委員長 それでは、８月全員協議会から項目

を前日の午前中ですね。19日の午前中までに質疑

する項目のみ事務局のほうにサイボウズで通告し

ていただく。そういうことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それで大丈夫ですかね。 

○山形委員 ありがとうございます。 

○増田事務局長 よろしいですか、全協の件につい

てですけれども、今まで議会、本会議とか、要は

議員さん半分だということで、入替え制をしまし

たけれども、８月の全協、９月の全協も例えば質

疑がある議員さん半分入って、半分の方はよそと

いうことじゃなくて、議員さんは今までどおり、

執行部は議案がある方、議案がある部長さんだけ

出席ということでよろしいですかね。議員さんは

全部出席ということでよろしいんですかね。 

○相馬委員長 半分入替え制については、28日でな

いとどういう入替え制を取るかは、28日までに案

をつくって決定することになっていますので、８

月20日については６月同様という扱いでできれば

お願いできればと思うんですけれども。 

○増田事務局長 もう１点いいですか。 

  執行部から全協の説明について、要は昨年度ま

で課長がしていた。これは執行部のほうで課長か

ら今度部長にステップアップしたときに、議会に

対しての訓練をしたいということで課長に説明を

させていたという経緯があるそうです。ですので、

仮に議題ごとに入れ替わるような形で部課長が入

って、またこっちの議題が終わったら部課長が出

ていって、入替えのような形で課長に説明をさせ

たいというような意向も私のところに寄せられて

いるんですが、そこら辺の対応は執行部の意向を

踏まえてということでよろしいでしょうか。 

○相馬委員長 今局長の説明のとおりでよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○相馬委員長 結構です。 

○増田事務局長 ありがとうございます。 

○相馬委員長 事務局に１点だけお願いなんですが、

全協での説明について、いわゆる報告案件なのか、

今後それを議会に出すための議案の事前説明なの

か、その報告なのか、それを資料の中で、できれ

ばもう何回も申し上げていると思うんですが、明

確にしていただきたいということで、それによっ

て通告をしても、これは議案として本会議に上が

ってくるんであれば、全協で全部聞いてしまった

んで終わりというふうなことにならないので、今

日これで報告で終わりなんですという、要は議案

として上がってくるものなのかを全員協議会で報

告するものなのか。これについては資料の上でき

ちんと明確にしていただいていると通告もしやす

いんではないかと思うんですが、できるものでし

ょうか。 

○増田事務局長 それは可能だと思いますが、その

辺については全協資料何々部何々課という上あた

りに議案として提出予定とか、あとは全協のみの

報告とか、そういった形で分かるような形で資料

に示せればよろしいですかね。 

○相馬委員長 はい。 

○増田事務局長 分かりました。そういうことで、

この後、総務部長と相談したいと思います。 

○相馬委員長 そういうことでよろしくお願いしま

す。 

  そのほか委員の皆様から何かございますか。 

  すみません、議長、お願いします。 

○吉成議長 今回のこのコロナ禍の中での議会運営

というのは当然議運も苦労しながらやってきてい

るわけですけれども、今民間企業なんかは本当に

オンラインで様々なことが決定しているわけです

よね。委員会については総務省も４月にやっとオ

ンライン会議を認めてくれました。改正になりま

したけれども、残念ながら現在でも本会議につい

ては、やはり自治法の解釈からいくと集まってや

らないといけないというふうになっているわけで

すね。これも少しずつ国に対して意見書を地方か

らどんどん発信していこうと。もうこの状況が昔

のようにというか、以前のように戻ることはもう

ないだろうと、全体としてね。であれば、もう本

会議でのオンライン化というのは当然法を改正し

ていただいて、認めていただくと。 

  これはコロナと限らないと思うんです。例えば

大きな災害があって、もう道がぐちゃぐちゃにな

ってしまったと。破損してしまったと。そうした

らあとは私も副議長ももう行けないと。当然定数

に満たなくなってきたりしてしまうわけですね。

そのときにはやはりこれで参加が可能だというよ

うなことも前提として考えられると思うんですね。

そういう観点からぜひ議運が主体となって、今回

の本会議のオンライン化の法改正を要望書として

出したらどうかなということを提案したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○相馬委員長 今議長の提案のように、本会議をオ

ンラインでできるように、国のほうに要望書を提

出するという案件になろうかと思いますので、28

日で大丈夫ですか。28日の議会運営委員会で協議

したいと思いますので、会派で御相談いただけれ

ばと思います。よろしいですか。 

○吉成議長 とりあえず案だけはつくらせていただ

いてよろしいですか。 

○相馬委員長 はい。 

○吉成議長 もう１点。今那須塩原市議会はほかの

議会から、例えば視察の依頼があった場合には、

全てお断りをしてます。こういう時期ですから、

多くの議会が視察の受入れをしてないわけですね。

そういう中で、当然常任委員会等はやらないと決

定してますから問題ありませんけれども、会派に
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ついてはそこまで縛ってませんので、会派によっ

てはやはり視察をしたいと、行きたいと、そうい

った意向は多分あるんだと思うんですが、その辺

はぜひそういう意向を酌んでいただいて判断をし

ていただきたいと思いますので、これはお願いで

す。よろしくお願いします。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、私のほうから１点だけ。

９月定例会における委員会審査の中で、最後のそ

の他、各課の審査が終わって、最後にその他とし

てというところもあろうかと思いますが、その他

としてというところをその他のところも非常に議

事録といいますか、文字起こしが非常に多くなる

というところもありますので、その他はもともと

委員会録には実際には載ってきませんが、録音さ

れておりますので、それを文字起こししている膨

大な量がございますので、最後その他については

暫時休憩中でその他を行うという件を、この後、

９月議会前の正副委員長会議でちょっと検討して

いただくというふうに思っておりますので、御報

告をさせていただきたいと思います。 

  それでは、事務局から何かございますか。 

○印南議事課長補佐兼庶務係長 では、事務局より

９月議会での議場コンサートについて御報告をさ

せていただきます。 

  前回の議運で実施の方向で御決定をいただきま

した後に、出演者のほうを事務局で探しましたと

ころ、ふるさとアーティスト派遣事業に登録をし

ておりますマリンバアンサンブルドルチェという

グループに御出演いただけることになりました。

こちらのグループはマリンバとピアノ伴奏のお２

人での演奏という形になります。 

  今後の予定としましては、８月中に議員の皆様

に周知をさせていただきますとともに、議会だよ

り86号、それからホームページ、それと各施設で

はポスター掲示等で周知を図ってまいる予定でご

ざいます。実施日につきましては、９月７日月曜

日、会派代表質問者等が予定されております初日、

コンサート、９時半から９時50分までということ

で予定をしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上でございます。 

○相馬委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、次回の議会運営

委員会は８月28日、午前10時からになりますので、

よろしくお願いをいたします。 

  それでは、本日の協議事項は全て終了いたしま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

 

○相馬委員長 以上で本日の議会運営委員会を閉会

といたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時２５分 
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